
 
 
 
 
 
 

 

２０１９年度事業計画書 

 

第１号事業 「被害者に対する電話相談及び面接相談事業」 

    

 
事 業 名 

 

 
内    容 

 

実 施 
時 期 

 
支援対象者・担当者・実施要領 

 

 

電話相談の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 専用電話（電子メール、

手紙及びファックスを

含む。）により、犯罪によ

り被害を受けた者及びその

家族等（以下「被害者」と

いう。）からの相談を受理

し、各種情報の提供や精神

的ケア等を行うことにより、

被害者の抱える問題や精神

的苦悩等の軽減を図り、そ

の回復に寄与する。 

 

月～金 

9:30～ 

17:30 

火、水 
～19:00 

 

 

ア 支援対象者 

     各種情報の提供や精神的ケア等を必要とする

被害者 

イ 担当者 

    犯罪被害相談員（精神科医、臨床心理士等を含

む。） 

ウ 実施要領 

○ 各種資料の整備と提供 

○ 各種情報の提供 

○ 精神的ケア等 

○ 警察、児童相談所、福祉事務所、配偶者

暴力相談支援センター及び弁護士会等、被

害者支援の関係機関・団体等への紹介 

  ○ 面接への移行 

  ○ 都内以外の居住者に対しては居住地近接の

被害者支援組織等の紹介等 

 

面接相談の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 犯罪被害者等給付金の支

給等による犯罪被害者等の

支援に関する法律（以下「

法」という。）第２３条第

４項に基づき警視総監、道

府県警察本部長又は警察署

長（以下「警察本部長等」

という。）から情報の提供

を受けた被害者や、電話相

談等の結果、面接相談の必

要性が認められる被害者に

対して実施し、情報提供や

精神的ケア等を行うことに

より、被害者の抱える問題

や精神的苦悩等の軽減を図

り、その回復に寄与する。 

 

随 時 

 

 

 

ア 支援対象者 

面接相談の必要性が認められる被害者 

イ 担当者 

    犯罪被害相談員（精神科医、臨床心理士等を含

む。） 

ウ 実施要領 

○ 各種資料の整備と提供 

○ 各種情報の提供 

○ 精神的ケア等 

○ 警察、児童相談所、福祉事務所、配偶者暴

力相談支援センター、弁護士会及び病院等被

害者支援の関係機関・団体等との連携 

 



 
 
 
 
 
 

第２号事業 「被害者への物品の供与又は貸与、役務の提供等による直接的支援事業」 

 

 
事 業 名 

 

 
内    容 

 

実 施 

時 期 

 
支援対象者・担当者・実施要領 

 

 

自宅訪問や付添支
援等の実施 

 

 被害者や警察本部長

等の要請により、犯罪被

害相談員・犯罪被害者直

接支援員が、犯罪発生後

の早い時期に被害者宅

や病院等を訪問して被

害者に接し、被害者が抱

える問題や精神的苦悩

等の軽減を図り、その回

復に寄与する。 
被害者が刑事手続に関わ

る際、または各種手続を行

う際に、被害に起因する精

神症状や不安等により付添

いを希望するときは、裁判

所や検察庁など関係機関と

連携を図りながら、被害者

の付添いなど、必要な支援

を実施する。 

 

随 時 
 

 

ア 支援対象者 

  身体犯、交通死亡・重傷事故等、その他理事

長が必要と認める事件の被害者 

イ 担当者 

  犯罪被害相談員・犯罪被害者直接支援員 

（以下、「犯罪被害相談員等」という。） 

ウ 実施要領 

○ 各種資料の整備と提供 

○ リーフレットの配付と説明 

○ 各種情報の提供 

○ 手続前後の精神的ケア 

○ 自宅訪問 

○ 警察署、検察庁、裁判所等の司法機関への

付添い 
○ 弁護士事務所等への付添い 

○ 病院等の医療機関への付添い 
○ 区市町村役場等の行政機関への付添い 
○ 犯罪被害者等給付金申請の補助 

○ 関係機関、団体等との連携 

○ 物品の供与、貸与等 

 

 
一時居所施設の活
用 

 

東京都との協定に基づき

被害者を一時的に居住させ

るための施設(ホテル等の

宿泊施設)の活用を促進す

る。 

 
随 時 
 

 

 

ア 支援対象者 

「犯罪被害者等支援に係る宿泊施設の提供に関

する要綱」に定める被害者 

イ 担当者 

犯罪被害相談員等 

ウ 実施要領 
 東京都人権部との緊密な連携のもと、ホテル
協会と連携し、支援を必要とする被害者に対し
て宿泊施設を提供する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

第３号事業 「犯罪被害者等給付金の支給を受けようとする者が行う裁定の申請を 

        補助する事業」 

 

 
事 業 名 

 

 
内    容 

 

実 施 

時 期 

 
支援対象者・担当者・実施要領 

 

 

裁定申請の補助 

 

 犯罪被害者等給付金の支

給を受けようとする者が、

法第１０条第１項の規定に

基づき裁定の申請を行う場

合に、その補助を行う。 

 

随 時 

 

 

ア 支援対象者 

  日本国内（日本国外における日本船舶及び日

本航空機内を含む。）において行われた人の生

命又は身体を害する罪に当たる行為（過失犯等

を除く。）により 

○ 亡くなられた被害者の遺族 

○ 重傷病（加療１月以上かつ原則として３日

以上の入院）の被害を受けた被害者 

○ 身体に障害（１級～１４級）が残った被害

者 

イ 担当者 

犯罪被害者等給付金申請補助員 

ウ 実施要領 

○ 犯罪被害給付制度の説明 

○ 申請先の説明 

○ 遺族・重傷病・障害給付金支給裁定申請書

の記載要領の説明 

○ 申請に必要とされる添付書類の説明と請求

時の付添い等 

 

 

第４号事業 「被害者自助グループへの支援事業」 

 

 
事 業 名 

 

 
内    容 

 

実 施 

時 期 

 
支援対象者・担当者・実施要領 

 

 

被害者自助グルー

プの育成と活動の

支援 

 

被害者が自らと同じよう

な体験をした者同士と交流

する場（語り合い、回復を

促進する場）としての被害

者自助グループを育成する

とともに、その活動を支援

する。 

 

随 時 

 

 

ア 支援対象者 

同様の被害体験を有する者との交流を希望

し、かつ被害者自助グループへの参加が被

害からの回復に必要と判断される被害者 

イ 担当者 

犯罪被害相談員等 

ウ 実施要領 

○ 交流計画の策定及び連絡 

○ 講師招致等による研修の実施 

○ 小冊子(遺族の手記)の編集・発行 

○ センターニュースへの寄稿依頼 

○ キャンペーン等の広報活動に対する参加依

頼及びその支援 

○ 講演活動の連絡・調整 

 



 
 
 
 
 
 

第５号事業 「関係機関・団体等との連携による被害者支援事業」 

 

 
事 業 名 

 

 
内    容 

 

実 施 

時 期 

 
支援対象者・実施要領 

 

 
警察本部長等との
連携 

 

 

法第２３条第４項に基づ

き、警察本部長等から被害

者の住所、氏名、犯罪被害

の概要に関する情報提供が

受けられることから、当該

被害者のプライバシーの保

護に努めながら警察本部長

等との連携を図り、効果的

な被害者支援活動を実施す

る。 

また、事件発生後、警察

への届け出等をためらう被

害者については、必要に応

じて警視庁犯罪被害者支援

室との連携を図り、管轄警

察署の担当者を紹介するほ

か、被害者の要望する事項

等を警察に連絡する。 

 

 
随 時 

 

 

ア 支援対象者 

○ 警察本部長等から情報提供を受けた被害者 

○ 警察への届出や連絡等をためらう被害

者 

イ 実施要領 

○ 警察本部長等に対する情報提供の申入れ及

び警察署事件担当者等に対する情報提供の必

要性の啓発活動の推進 

○ 警察本部長等から情報提供を受けた事案の

被害者に対する面接相談、直接的支援の実施 

○ 警視庁犯罪被害者支援室との連携 

○ 警察署等への連絡及び付添い支援等 

 

都内警察署単位の

犯罪被害者支援ネ

ットワークに加盟

する事業者等との

連携 

 

都内警察署単位で設立さ

れている犯罪被害者支援ネ

ットワーク（以下「ネット

ワーク」という。）に加盟

する事業者等との連携によ

り、効果的な被害者支援を

行う。 

 
随 時 

 

 

ア 支援対象者 

  ネットワーク加盟の産婦人科病院、弁護士、

工務店、鍵業者、不動産業者等による支援を必

要とする被害者 

イ 実施要領  

○ 警視庁犯罪被害者支援室及びネットワーク

担当者への協力依頼 

○ 被害者に対するネットワーク加盟事業者等

の紹介等 

 

 
検察庁、裁判所弁護
士会等との連携 

 

 
安心して被害者が刑事手

続に関われるように関係者
との連携を図る。 

 

 
随 時 

 

 

ア 支援対象者 

検察庁や裁判所、弁護士会等への連絡等

が必要な被害者 

イ 実施要領 

○ 被害者支援員や担当検察官への連絡 

○ 裁判所等への連絡 

○ 弁護士会等支援窓口の紹介 

○ 検察庁、裁判所等への付添い支援 

○ 検察庁の被害者通知制度等の教示 

○ 刑事訴訟法等の被害者保護規定の説明等 

 



 
 
 
 
 
 

 
東京都との連携･協

働による被害者支

援 

 

「東京都における犯罪

被害者等支援業務の実

施に関する基本協定書」

に基づき、東京都の総合

相談窓口を当センター

内に設置して連携･協働

による被害者支援を行

う。 

 

月～金 

9:30～ 

17:30 

 

火、水 
～19:00 

 

 

 

ア 連携・協働対象 

  東京都総務局人権部 

イ 支援対象者 

  都内在住・在勤・在学等の犯罪被害者等 

ウ 担当者 

○ 犯罪被害相談員等 

○ 精神科医等 

エ 実施要領 

○ 電話、ファックス等による相談及び面接相

談・直接的支援 

○ 精神科医等による精神的支援 

○ 一時居所施設の提供 

○ 支援等に関する情報提供等 

○ 都職員等に対する研修実施 

○ 区市町村窓口訪問 

 

 
区（市）及び東京都
犯罪被害者支援連
絡会等との連携 

 
区（市）及び東京都犯

罪被害者支援連絡会、加

盟機関・団体等との連携

により効果的な被害者

支援を行う。 

 
随 時 
 

 

ア 連携対象 

○ 条例設置等の区又は市町村の担当課 

○ 東京都犯罪被害者支援連絡会 

（事務局：警視庁犯罪被害者支援室） 

東京都関係部局、警視庁、検察庁、都立精神

保健福祉センター、東京都医師会、各弁護士

会等４０機関・団体  

（平成31年１月現在） 

イ 実施要領 

○ 犯罪被害者等基本法及び犯罪被害者等基本

計画の周知徹底 

○ 活動状況の連絡等による当センターへの理

解の浸透 

○ 被害者支援に関する情報交換、相互協力特

に東京都と連携した被害者支援の推進 

○ 広報活動の協力依頼 

○ 相談・支援担当者の研修の受入れ等 

 

 
公益社団法人全国
被害者支援ネット
ワーク加盟民間被
害者支援団体との
連携 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 公益社団法人全国被害

者支援ネットワーク（以下

「全国ネットワーク」と

いう。）に加盟する民間

被害者支援団体の相談員

等に対し、「直接的支援実

地研修」を行い、被害者が

全国のどこにおいても、同

質で適切な支援が受けら

れるようにする。 

 

 
年  度 
１０回 

 

 

ア 研修対象者 

全国ネットワーク加盟民間被害者支援団体の

相談員等 

イ 実施要領 

○ 募集要領に合わせて年度１０回実施 

○ 所定の研修を修了した支援員を１～２名ず

つ５日間招致し、当センター職員が行う直接

的支援に同行させながら、直接的支援に関す

る知識、技能、心構え等を習得させる。 



２ 全国ネットワーク及

び加盟する民間被害

者支援団体との連携

により、効果的な支援

活動を行う。

随 時 ア 連携対象 

  全国ネットワーク及び加盟民間被害者支援団

体等 

イ 実施要領 

○ 全国研修会等への参加

○ 相談・支援情報の交換

○ 支援対象者の引継ぎ等、支援を通じた連携

○ 講演会、研修会等における講師派遣等

第６号事業 「相談員・被害者支援ボランティアの養成及び研修事業」 

事 業 名 内    容 
実 施 

時 期 
研修対象者・研修実施者・実施要領 

ボランティア養

成研修 

 ボランティアに必要な基

本的知識等の習得と資質の

向上を図る。 

６月中 
(被害者

支援セ

ミナー) 

随 時 

(ステッ

プアッ

プ研修)

ア 研修対象者 

ボランティアになろうとする者 

イ 研修実施者 

当センター役職員及び部外講師 

ウ 実施要領 

被害者支援の歴史と現状、当センターの業務内

容、被害者が受ける被害の実態、犯罪被害者等基

本法、刑事手続等の知識、被害者本人による講演

、その他被害者支援に求められる基本的知識等を

学ぶための研修を実施する。 

基礎研修 電話、電子メール、面接

相談、直接的支援及び被害

者自助グループへの支援を

行う上での基礎的知識を習

得する。 

随 時 ア 研修対象者 

  犯罪被害相談員等、ボランティア 

イ 研修実施者 

当センター役職員及び部外講師 

ウ 実施要領 

○ 当センターの規則・規程等の内容、事業計画

被害者保護規定等、支援者に必要とされる知識

及び技能の向上を図るための研修を実施する 

○ 全国ネットワーク発刊のマニュアル等を活用

して、電話・面接相談、直接的支援等について 

支援者の技能を向上させるための研修を実施す

る。 



 実地研修  犯罪被害相談員等及び被

害者支援者が電話、電子メ

ール、面接相談、直接的支

援及び被害者自助グループ

支援を行う場合に、指導者

が同席又は同伴して犯罪被

害相談員等及び被害者支援

者への指導助言を行う。 

随 時 ア 研修対象者 

○ 犯罪被害相談員等、ボランティア 
○ 自治体職員、関係機関職員等

イ 研修実施者 
  相談支援室長、犯罪被害相談員 
ウ 実施要領 

基礎研修修了後に、個別指導を実施する。 

継続研修 
 電話・電子メール・面接

相談、直接的支援及び被害

者自助グループ支援を行う

ための指導助言と、個人ス 

ーパービジョン、集団スー

パービジョンを行い、支援

の力量と資質の向上に努め

る。 

随 時 ア 研修対象者

　　犯罪被害相談員等、ボランティア

イ 研修実施者

　　精神科医、弁護士、大学教授、臨床心理

　士、社会福祉士等、相談支援室長及び犯罪

　被害相談員

ウ 実施要領

○ 個別研修として実施する。

○ 集団及び全体研修として実施する。

外部研修  被害者支援の関係機関・

団体等の見学や他の団体等

が行う研修及びセミナー等

への参加を通じて被害者支

援に必要とされる知識及び

技能を修得する。 

随 時 ア 研修対象者

犯罪被害相談員等、ボランティア

イ 実施要領

○ 警視庁、検察庁及び裁判所等の見学、
及び研修の受講

○ 他の機関・団体等が行う各種研修会等
の受講等

事例検討会 実際の相談事例について検

討を重ね、支援者の知識及

び技能の向上を図る。 

随 時 ア 研修対象者

　　犯罪被害相談員等、ボランティア

イ 研修実施者

　　当センター役員、精神科医、弁護士及び

　相談支援室長等

ウ 実施要領

　　相談事例及び直接的支援の実施事例を取

　上げ個々の事例に対する適切な相談支援要

　領等を検討して、被害者支援に必要とされ

　る知識及び技能の向上に努める。



 
 
 
 
 
 

 

  



 
 
 
 
 
 

第７号事業 「被害者の実態に関する調査及び研究事業」 

 

 
事 業 名 

 

 
内    容 

 

実 施 
時 期 

 
実施責任者・実施要領 

 

 

調査研究事業 

 

 

 被害者支援の関係機関・

団体等が主催する各種研修

会等への参加や学術書等に

より、効果的な支援活動の

あり方を学び、研究する。 

 

随 時 

 

 

ア 実施責任者 

○ 責任者：相談支援室長 

○ 副責任者：相談支援室長代理 

イ 実施要領 

○ 各種研修会及びシンポジウム等への参加 

○ 日本被害者学会、日本トラウマティックス

トレス学会等への出席 

○ 学術書等による研究 

○ 他団体の相談・支援結果に基づく実施要領

の研究 

○ その他関係機関・団体の機関紙、刊行物

及び書籍等に掲載された調査結果に基づ

く相談・支援要領の研究等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

第８号事業 「被害者支援活動に関する広報及び啓発事業」 

 

 
事 業 名 

 

 
内    容 

 

実 施 
時 期 

 
実施責任者・作成資料等 

 

 

広報資料等の作成

及び配布 

 

 関係機関・団体等を通じ

又は各種行事や講演等の活

動を利用して、機関紙、リ

ーフレット等を配布すると

ともに、ポスターの掲示等

を依頼する。 

 また、当センターのホー

ムページに被害者支援情報

を掲載して、広報啓発活動

を推進する。 

 

 

 

 

 

4,8,12月 
 
 

6月 
 
 

6月 
 

6月 
 

6月 
 

6月 
 

6月 
 
 

6月 
 

6月 
 

6月 
 
 

6月 
 

6月 
 

6月 
 

5,10月 
 

9月 
 

随時 
 

 

ア 実施責任者 

○ 責任者：専務理事 

○ 副責任者：総務課長 

イ 作成資料 

○ 機関紙（センターニュース） 

各  15,000部 

  

○ ポスター（Ｂ2）           500枚 

                （Ａ3）           2,500枚 

                （Ａ4）           3,000枚 

○ リーフレット（一般用） 

195,000部  

○ リーフレット（直接的支援用） 

25,000部  

○ リーフレット（関係機関用） 

3,000部  

○ リーフレット（被害者本人用） 

3,000部  

○ リーフレット 

         （遺族【子供の保護者】用） 

3,000部  

○ リーフレット（被害者家族用） 

3,000部  

○ リーフレット（目撃者用） 

3,000部  

○ リーフレット 

      （性被害【子供の保護者】用） 

3,000部  

○ 被害者子供用小冊子 

3,000部  

  ○ ４つ折りリーフレット 

3,000部    

○ クリアファイル（Ａ４） 

30,000部  

○ 情報誌「ぱど」突き出し広告 

各1,707,560部  

○ 小冊子（遺族の手記集） 

35,000部  

○ ホームページの更新等 



 
 
 
 
 
 

 

広報行事の開催 
 

 

被害者自助グループ及び

関係機関・団体等との連携

により犯罪被害者支援キャ

ンペーンを開催し、都民に

対して積極的に広報啓発 

活動を実施する。 

 

 

11月中 

 

 

ア 実施責任者 

○ 責任者：専務理事 

○ 副責任者：総務課長 

イ 実施行事 
「犯罪被害者支援キャンペーン」 
（開催予定場所：新宿駅西口ｲﾍﾞﾝﾄ広場） 

 

 

その他必要と認め

られる広報活動 

 

 様々な機会を利用して、

都民や関係機関・団体等へ

積極的な広報啓発活動を

推進する。 

 

11月中 

 

随 時 

 

 

活動内容 

○ 犯罪被害者週間に伴う街頭募金活動 

○ 関係機関・団体等における講演 
○ 報道機関の協力による各種広報 
○ 自治体広報紙への掲載依頼 
○ 活動報告会の開催（当センター施設の紹介

及び業務内容の説明） 
○ 企業、団体等への訪問活動等 

 

 

第９号事業 「その他本センターの目的を達成するために必要な事業」 

 

 
事 業 名 

 

 
内    容 

 

実 施 
時 期 

 
実施責任者・実施要領 

 

 

会員獲得に向けた

積極的活動 

 

 

 会員・寄付の獲得のため

の活動を積極的に実施す

る。 

 

随 時 

 

 

ア 実施責任者 

○ 責任者：専務理事 

○ 副責任者：総務課長 

イ 実施要領 

○ 企業訪問等 

○ 各種講演・講義等の実施 

○ センターニュースの発行（年3回） 

○ 犯罪被害者支援自動販売機の設置促進及び

支援企業契約の獲得 

 

 

 




